
朝鮮民主主義人民共和国憲法史にっいての一素描

龍 澤

1.は じめ に

北東 ア ジア にあ って,半 万年(5,000年)の 歴 史を誇 る韓 国 ・朝 鮮 で

はあ るが,日 本 に よる植 民地支配及 びそれ に続 くア メ リカと旧ソ連 によ

る南北の分割 占領 に起因 した南北分断 は,今 日に至 るも継 続 した ままで

あ る。かっ て分断 され ていたベ トナム も ドイ ツもsす で に統 一 され,事

情 を異 にす る中 国を除 けぼ,今 や分断 され てい る国は韓 国 ・朝鮮 のみ に

なって しまった。

一時
,韓 国 と朝 鮮民主 主義 人 民共 和 国(以 下F北 朝鮮 という)の 「板

門店 」の壁 の崩壊 は東 西 ドイツの 「ベル リンの壁」 よ りも早 いであろ う

とい うことが当然の摂理 の ごと く主 張 された ことが ある。 その理 由 と し

ては,東 西 の統 一は周辺 の旧 ソ連や フラ ンスな どが反対 しているのに反

して,南 北 の統一 にっ いては当時者 であ る韓 国 ・北朝鮮だ けの問題で あ

ることが挙げ られ ていた。 それ は韓 国 ・朝鮮 の人 々の統 一へ の絶望的 と

も思 える現状 を救 って くれ る,ほ のか な期待 と安 堵 と自負心 の拠所 で も

あ った。 しか し,結 果 は,も っとも困難 と思われ ていた ドイツの統一 の

方が早か った。海 の彼方 にいる一在 日韓 国 ・朝鮮 人 と して誠 に じく じた

る思いを禁 じ得 ない。確か に,東 西 ドイ ツの場合 には,直 接 的 には,隣 …

国であ り,か っ最 も影響 力 を有 して いた 旧ソ連 におけ る民主化 とい う外

的 な要 因が大 き く作用 した ことは間違 いないが,し か し,そ の外 的要 因
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を積極的 に活用で きた背景 には,東 西冷戦 のさなか にあ っても着実 に相

互理解 を深め てい った ドイツ自 らの努力が あ った ことを忘れ てはな らな

いで あろ う。

このよ うに見 るとき,残 念 なが ら南北 の問 には未だ相互理解 のため の

努力 は不十分で あ るといわ ざるを得 ない。本稿 は,若 干 な りと も南北 の

相 互理解 を深 めるための一 つの資料 と して,北 朝鮮憲法 の歴 史を概観 し

ようとす るものであ る。

しか しなが ら,北 朝 鮮の資料 は著 しく入手が 困難で あ る。例 えば,日

本 の代表的 な北朝鮮研 究家 た ちによ って構 成 された訪朝社会科学者代表

団(国 際法の安井郁教授を団長とし,朝 鮮史の._:｠_教 授を副団長 とした総

勢6名)の 一員 と して1972年 に訪 朝 した木 田純 一教 授 は,訪 朝 に際 し

ての個人的希望 の一つ と して 「法学教科書(憲 法,行 政法,民 法,家 族

法,刑 法,訴 訟法,労 働 法 な どを含 む),参 考書,法 典 集が あ った ら,

朝鮮語 の もので も持 ち帰 り,日 本で在 日朝鮮人科学者協会 の友 人 と研究

した い」 旨を 申 し出ていたが,「 法典 集 につ い ては,存 在 はす るが,細

則 な どがっ いてい るので外 国人 には現在で はお渡 しで きないとの ことで
1)

あ った」 という。 また金 日成総合 大学 を見学 した際 にも,「(法 学関係の)

教科書 は,大 学 出版 で解 決 して いるということで あ った が,そ の現物 を
2}

みせ て貰 う約束 に な っていたが実現 しなか った」 という。更 に,朝 鮮対

外文 化連絡協 会 の招 請 によ り1973年9月 下旬か ら一月 間滞在 し,今 日
3}

に至 る まで最 も詳細 な北朝鮮憲法 の解説書 を執筆 された福 島正夫教授 も

「共和 国訪 問にあた っては,私 は,法 令資料 の入手 を希 望 していたが,

これ は直 ちに実現 で きない ようで あ った。何 よ りも私 自身,朝 鮮語 を会

得 してい ない。 しか し,斬 憲法 にっ いて,滞 在 中,法 学研究所 の研究員
の

の方 か ら講義 があ った ので,貴 重 な参考 とな った ことを特記 してお く」

と述べ てい る。
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この ような状況で あ るので,私 ごときが直接 かっ十 分 に,北 朝 鮮の法

令 や書物 を入手す ることは殆 ど不 可能 に近 いが,幸 いに もa近 時,韓 国

において北 朝鮮の法律 に関す る本格的 な研究書 が相次 いで発刊 され て い

る。確か に,比 較法 の研究 に際 しては,対 象 とな る国の原典 を もとに研

究す るのが大原則であることは今更言 うまでもない。 また,分 断国にあ っ

ては,一 方が他方 を意図的 に悪宣伝す ることも容易 に推測 され る。事実,

韓 国 において も,北 朝鮮 に関 して悪意 に満 ちた書物 を 目にす ることは決

して希 では ない。 しか し,国 際的 には旧 ソ連 の崩壊や急激 な東欧 の民主

化,南 北 の関係 にお いては南北高位級(首 相)会 談 の開催 や体育関係及

び芸術家 の相 互往来,そ して国内的 には韓 国経済 の発展 とあい まった韓

国の民主化 の発展及 び北方政策 による共産圏 との国交樹立 は,韓 国にお

いても,こ れ まで のようにステ レオ タイプ的 な 「北朝鮮 壽共産主義=悪 」

とい う図式 の成 立 を不 可能 に してきてい るの もまた事実 であ る。法制処

(日本の法制局に相当する)が1992年 に出版 した 『北韓 法制概 要』で 崔

相曄処長 は,「 国際情勢 の変化 と統 一与 件 の改善 によ って,今 や統一 は

遙か な夢物語で はな く,生 々 しい現実 と して我 々の前 に近づいています。

ドイ ツのよ うに想像 よ りも遙 か に早 く我 々の統一が現実 に なる可能性 も

決 して排除す ることはできませ ん。 したが って,今 こそ統一のための我 々

の新た な覚悟 と努 九 そ して着実 な準備が切実に要請 され るといえま しょ

う。 ドイ ツの統 一後遺症 に見 る ことがで きるように,東 西 ドイツは長 い

間,統 一一のために多 くの着実 な準備 を してきた にも拘 らず,い ざ統一 さ

れた後 は途方 もない問題 点が生 じてきている ことを見 るとき,我 ・々は よ

り一層,周 到か っ綿 密 な準備 を怠 って はな らない ことを痛感せ ざるを得

ません。 このためには何 よ りも北朝鮮 の実相 にっ いての正確 な理解 と研

究が先行 しなけれ ば な らないで しょう。 ….,.この本 を書 きなが ら特 に念

頭 にあ った点 は,北 朝鮮法制 の実相 を可能 な限 り事実 に近づ いて整理す
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るということでありました。このような趣旨から北朝鮮法制に対する批

判と評価は北朝鮮法制の実相を知るのに助けになる場合を除いてはでき
5)

るだ け 自制す るように しま した」 と述べ てい るが,こ れは,北 朝鮮 の法

制 の実相 を誰 よ りも真剣 に知 りたが ってい るのは,ほ か な らぬ一 方 の

「当事者」で あ る韓 国であ ることを物語 るもので もあ る。 この意味 にお
　ラ

いて本稿 で も,北 朝鮮側 の資料 と併せ て韓 国側 の資料 をも参照 して執筆

した次 第であ る。 しか しなが ら,基 本的 には,北 朝鮮 の法制度 を知 るた

めには,北 朝鮮で発行 された資料 に基づ くべ きことは当然の ことであ りs

北朝鮮 の信頼 で きる資料 が入手で きた暁 には,本 格的 な研究 を手掛 けた

、い と思 ってい る。

本稿 は,こ のよ うな資料 的限界 を意識 しっ っ も,現 に38度 線 以北 を

統 治 している北朝鮮 の憲法を全 く知 らないで は韓 国憲法 の理解 の妨 げに

もなるで あろうことに鑑み て,比 較的批判や評価 が入 ることの少 ない と

思われ る憲法 の制定及 び改正 の歴史 に焦点 を絞 って,北 朝鮮 の憲法 史を

概観 した もので ある。 したが って,い わ ば筆者個 人の これ か らの北 朝鮮

憲法 の研究 のため の覚書 の ごとき もので あ り,本 稿 を 「一 素描」 と題 し

た所以 で もある。

注

1)木 田純一 「発展す る朝鮮 の社会主義」安井郁 。高橋勇 治編 『チ ュチ ェの

国 ・朝鮮 を訪ね て』(読 売新聞社,1974年)所 収,1◎2頁 ◎

2>前 掲論文,117頁 。

3)福 島正夫 『朝鮮 民主主 義人 民共和 国社 会主i義憲 法』(日 本評 論社,1974

年)は,今 日に至 るまで,日 本で 出版 され た最 も詳細 な北朝鮮憲法の解説

書 であ る。

4)福 島正夫 「社会 ・政治 ・法律 の仕 組み」安 井郁 ・高橋 勇治編 『チ ュチ ェ

の国 ・朝 鮮を訪 ねて』(読 売新 聞社,1974年)所 収,92頁 。

5)法 制処編著 『北韓法制概要』(刈音,韓 国法制研究 院,1992年)(1)～(2)頁 。
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6)韓 国及びアメ リカの図書館に所蔵されている北朝鮮の法学文献を丹念に

調査 したものと しては,雀 鐘庫 「北韓 潮 法学 誹 法思想」慶南大学校極

東問題研究所編 『北韓 潮 法 斗 法理論』(刈 音,慶 南大学校 出版部,

iii年 〉所収
,が ある。

1)

2.48年 憲法 の制定過程

北 朝鮮 にお いて は,1936年5月,反 日民族 統一 戦争 の大 衆的 革命組

織 と して,現 在 の金 日成 国家主席 を会長 とす る祖 国光復会が創立 され,

そ こで発表 され た10大 綱 領(1936年5月5日)が 北朝鮮憲 法 の始源で あ
2)

るといわれ る。 しか し,少 な くとも,我 ・々が 「北朝鮮」 と して意aす る

のは,1945年8月15日 の解 放 以後の こ とであ る◇ 日本 によ る植 民地支

配か らの解放 を迎 え るや,北 朝鮮 では行政 区域単位 に各地方 で人 民委 員

会が結 成 され たが,1945年8月24日 の 「威鏡 南道 人民委員会 」 の結 成

を初 め と して,5つ の道(日 本の県に相当する行政区画)で 道 単位 の人民

委員会が結成 され た。 しか し,こ のように分散 された状況では不便で あ っ

た ので,同 年11月19日 に1◎ 個 の部 ・局 を置 いた臨時 中央行 政機 関 と

して 「北朝鮮行政 局」 が設 け られた。

このよ うな状況 の中で,同 年12月 にモス クワで開かれ た 米 ・英 ・ソ

三 国外相会議 は,朝 鮮半 島 に信託統 治 を実施す る ことを決 定 したが,北

朝鮮 の各政党a社 会団体 は ソ連 の指示 に従 って,外 相会議 の決定 を支持

す る共同声 明を 出 した。 しか しr北 朝鮮行政局 の責任者 であ った曹晩植

委員 長をは じめ,多 くの民族陣営指導者が,こ の決定 に反対 して,北 朝

鮮 行政 局か ら去 って行 った。 ここに,1946年2月8日,共 産主 義 を指
3)

向す る朝鮮労働党 をは じめ とす る各政党,社 会 団体 と各道 ・市 ・郡 の人

民委員会 の代表が集 まって,「 北朝鮮 臨時人 民委員会 」(委員長:金 日成,

副委員長:金 科奉)を 結成 した。 この北朝鮮臨 時人民委員 会 は23名 の委

員で構成 され,そ の機能 は 「北朝鮮 の中央行政機関 と して,北 朝鮮の人民,
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社会 団体,国 家機 関が実行 しなけれ ば な らない臨時法令 を制定,公 布す

る権 限 を有す る」(「北朝鮮臨時人民委員会の構成に関する規定」3条)と

規定 して いた とお り,金 日成 委員 長 が 自 ら起 草 した とされ る 「20ヵ 条
4)5)

の政綱」(1946年3月23日)を は じめ,多 くの法令 を制定 した。

しか し,北 朝鮮 臨時 人民委員会 は,そ の名称が示す ようにあ くまで も

臨 時の政権 機 関で あ った ので,恒 久 的 な政権 を樹 立す るため に,1946

年11月3日 に道 ・市 ・郡人 民委員会 委員 の選 挙 が実施 され た。 これ は
6)

北朝鮮で最初 の普通選挙で あるといわれ る。 この選挙の結果 に基づ いて,

1947年2月17日 に平壌 で 「北朝 鮮道 ・市 ・郡 人民委員会 大会」 が開催

・され た。 この大会 において北朝鮮 の最高立法機 関 と して 「北朝鮮人民会

議」 の設 立 をみ る ことにな った。 また,こ の北朝鮮 人民会 議 は,1947

年2月21日 に平壌 で第1回 会 議 を開 いて,北 朝鮮 の最高執行機 関 と し

て 「北朝鮮人民委員会」(委員長 二金 日成)を 成立 させ た。

1947年11月18日,北 朝鮮人 民会議第3回 会議 において,朝 鮮 臨時憲

法 草案 を制 定す ることが決 定 した。そ こで,金 科奉 を委員 長 とす る31

人 の委員 で 「朝鮮 臨時 憲法制 定委員 会」 を構成 して,次 期 会議 に憲法草

案 を提 出す る ことを決議 した。1948年2月7日 の北 朝鮮 人 民会 議第4

回会議 に憲法草案 が提 出され たが,北 朝鮮 人民会 議第4回 会議 はこの憲

法 草案 を審 議す る前 に全 人民 の討議 に付 す ることを決定 して,1948年

2月13日 か ら4月25日 まで 全人民的討議 を実施 した。 この過程 で,憲

法草案 を支持す る5万8千 通 の手 紙 と220件 の修正,補 充意 見が受理 さ
7}

れ た といわれ てい る。 この ような全人民的討議 によ って修 正補充 された

憲法 草案 は,1948年4月28日 に招集 され た北 朝鮮人 民会議 特別会議 で

審議 され た。 同会 議 は,翌 日の29日,憲 法 草案 に対す る全 人民 の討 議

結果 を総括 して,今 後 樹立すべ き朝鮮最 高立法機 関で承認 を受 けること

を前提 に,臨 時憲法草案を原案 どお り可決 した。
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1948年7月10日 に北朝鮮 人民会議第5回 会議が 開かれ,全 朝鮮が統

一 され るときまで北朝鮮 人民会議特別会議で賛 同 した憲法 草案 は
,北 朝

鮮 内の地域 で施行す ることと,こ の憲法 に基づ いて全朝鮮 の最 高立法機

関 を選挙す ることを決 定 した。 そ こで1948年8月25日,総 選挙 を実施
8)

して最高人 民会議代議員572名 を選 出 した。

か くて1948年9月2日 か ら最高 人民会 議第1期 第1回 会 議が平壌 で

開催 され た。 この会議 では,憲 法制定委員会 を組織 して,同 委員会 は既

に北朝鮮で実施 されてい る憲法 を朝鮮民主主義人 民共和 国憲法草案 とす

る ことを決 定 して,最 高 人民会議 の審議 に提 出 した。 そ して,1948年

9月8日,=満 場 一致 で朝鮮 民主主義人民共和 国憲法(以 下,こ の憲法を48

年憲法と称す ることにする)を 採択 して,同 日か ら施行 す るように した。

この憲法 の規定 によ って,金 日成委 員長 を首相 とす る内閣 と最高人民会

議常任委員会 を選 出 し,翌 日の9月9日 に 「朝鮮民主主義人民共和 国」
9)

の樹立 を正式 に宣布 した。

ところで,韓 国が憲法 の制定 に公 式 に着手 したの は,1948年5月31
　

日に国会が構成されたときからであるのに対 して,北 朝鮮ではそれより

半年も早 く憲法の制定に着手した理由は何であろうか。金日成委員長は

「北朝鮮では,朝 鮮民主主義共和国憲法の基本精神がすでに実生活で具

現されています。……したがって,一 日も早 く朝鮮民主主義人民共和国

憲法を実施 し,南 北朝鮮の人民を代表する全朝鮮最高主権機関をうちた
まわ

て なけれ ば なりませ ん」 と述 べてい る。確 か に,北 朝鮮 憲法は,そ の内

容 にお いて,既 に1946年2月 に樹立 され た北 朝鮮 臨時 人民委員 会で 制

定 した土地改革,労 働保護,男 女平等,重 要 産業 の国有化 な どに関す る

法令 の内容 を確認す るものであ った し,ま た政権 の形態 も臨時人民委員

会 の人 民民主独裁 を発展 させ た プロ レタ リアー ト独裁 を規 定す るもので

あ った。 しか し,ま た別 の見方 も存在す る。す なわ ち,北 朝鮮 が憲法の
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調定を急いだ主要な動機iは「第一に,既 に実施 した経済的,政 治的及び

社会的改革と統制を法的に強固にしようとすること,第 二に朝鮮半島に

おいて逸速 く憲法草案を発表することで生ずる宣伝的利点,第 三に国連

臨時委員団の活動を妨害 して,北 朝鮮で選挙を実施 しようとする同委員

団の努力を挫折させること,第 四に主にソ連とソ連の衛星国家か ら北朝

鮮が合法的な政府及び国際的な政府であるという国際的な外交承認を獲
　 ラ

得す るための もの に大別 して見 る ことがで き るで あろ う」 とい うので あ

る。
]3)

この憲法 は,10章,104条 で構成 され てい るが,1936年 の ソ連憲法(ス

ター リン憲法)の 大 き な影響 を 見るこ とがで きる。例 え ば,統 治構造 に

お いては,最 高主権機関 と して最高人 民会議 とその常任 委員会 を設けた

こと(3章1,2節),内 閣構成員 と して,首 相,副 首相 のほか各相(国

防相以下)を 列 記 した こと(58条),こ れ らが最高 人民会議 に対 して宣誓

す る こと(61条)な どが,そ の例 であ り,ま た公民 の権利 と義務 に関 し

て も,単 一 民族で あ るとされ る北朝 鮮にあ って 「①朝鮮 民主主義人 民共

和 国の公 民権 を もっ少数 民族 は,朝 鮮公 民 と同等 の権利 を有す る。② こ

れ らの少数 民族 は 自己の母 国語を使用す る自由を有 し,自 己の民族文化

を発展 させ ることがで きる」(31条)と 規 定 した ごときは(こ の規定は72

年憲法の制定において削除された)}ソ 連 憲法 の影響 が いか に大 きか った
　の

か を端的 に示す もの と思わ れ る。ただ し,北 朝鮮憲法で は朝鮮 労働党 の

地位 を明文化 した規定 をおか なか ったが,こ れ は ソ連憲法 と大 き く異 な

る点であ る。

事 実,北 朝鮮憲法公布4周 年記念式典で,当 時 の法務相 リー ・ヨ ング

は,公 然 と,「1948年9月8日 の最 高人民会議 第1回 大会 でi採択 された

共和 国憲法は,世 界で最 も普遍的かっ民主的 な憲法であ る。何故 な らば,

共和 国の憲法は,そ れ を草案す るのにおいて全 国的 な討論 を実施 した し,
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スター リン憲 法の最 も罠主 的 な特性 をすべ て継 承 したためで あ る◎ ……

また,共 和 国憲法 は我 々が ソ連 の助 力 によ って達成 した 民主的業績 にt
t5)

その基礎を置いているものでもある」と述べているのである。

ともあれ,こ の憲法の性格は人民民主主義段階の憲法であり,所 有綱

では国家的,協 同団体的所有のほかに個人所有,個 人経営が認められ3

国家機関の体系では最高主権機関が最高人民会議と規定され,そ の休会

中においてはその常任委員会を最高主権機関と規定 した。また内閣は濁

家主権の最高執行機関とされ,内 閣首相の地位はこの憲法が施行される

や現在の金賃成主席が占めたのである◎

注

1).s憲 法 の制定経過 につ いてはa福 島正夫,前 掲書,a◎ 頁 以下,及 び,

法制処,前 掲書,65頁 以下 を主 に参照 した◎

乞)祖 国光復 会10大 綱 領 の全文 は,福 島正 夫,前 掲書,223頁 に収録 され

て いる0福 島教授 はこの10大 綱領 を 「共和 国(北 朝鮮)憲 法 の始源 といえ

よ う」 と述 べ,更 に 「(それは〉マル クス ・レー ニ ン主義 を当時 の朝鮮 の

境実 に創造 的 に適用 した もので,朝 鮮 革命の性格 を反 帝反封建 の民主主義

革 命 と規 定す る入民政府 の路線 であ る。 したが って,そ れ は綱 領で あ りな

が ら,朝 鮮人民が将来 うちた て るべ き国家基 本法 の萌 芽で もあ った。 のち

の20ヵ 条政綱,さ らに共和 国憲法 にっ なが る革命 の法統 は,そ の源 を こ

こにみい 出すので ある」(福 島正夫,前 掲 書,23頁)と 評価 している。

3)「 朝 鮮労働 党 の創立 は1945年10月 ユ0臼 とされ,こ の 日が党 創 立記念

日とな って いる。 しか し,こ の ヨ創 立 され た のは朝鮮共産党北朝鮮組織委

員会 で,1946年8月 それ が朝 鮮新 民党 と統 合 して北朝鮮 労働党 が結成 さ

れ たのであ る」(福 島正夫,前 掲書s29頁)。

4)「20ヵ 条 の政綱」 の訳文 は,福 島正夫s前 掲書,223～224頁 に収 録 さ

れ てい る。 また,こ の 「20ヵ 条 の政 綱 」を福 島教 授 はrこ の政 綱 は,民

族独 立達成 の時期 に,前 項 の祖 国光復1◎大政綱を具体 化 し発展 させた もの

であ って,政 権構成 の原則,公 民の基 本的 な自由と権 利,経 済,財 政,労
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働,教 育文化,保 健等 の広範 な領域 にわた り,法 律 の形 は と らないけれ ど

も,将 来 の憲法 の中核 と しての性格 をもつ」(福 島正夫,前 掲 書,26頁)

と評価す る(下 線部 は,原 文 の まま〉。 これ に対 して,姜 求真教 授 は 「こ

の 『20ヵ条 の政綱』 を注意深 く研究 してみれ ば,こ れ は1936年 の ソ連憲

法で採 択 された政 治的,経 済的諸制度 を簡略 に した文句 で要約 した ものに

過 ぎない とい う結 論 に必然的 に到達す るようにな る」 とい う(姜 求真 『北

韓 法 到 研 究』(刈 音,博 英 社,1975年)16～17頁)。

5)こ の時期 に制定 された代表 的 な法令(法 律)と しては,北 朝鮮土地改革

に関す る法 令(1946年3月5日),北 朝鮮労働 者及 び事務員 に対す る労働

法 令(同 年6月24日),北 朝鮮 の男女平等権 に対 す る法 令(同 年7月30

日),北 朝鮮臨時 人 民委 員会 の産 業,交 通運輸,逓 信,銀 行等 の国有化 に

関す る法令(同 年8月10日)が あ る(こ れ らの法令の訳文は,福 島正夫 ,

前掲 書の巻 末 に収 録 され て いる),,こ れ らは一 面 においては農民や 労働 者

の支持 を得 ることで 「早期 に社 会主義体制 を樹立 しようとの計画か ら始め

られた」(法 制処,前 掲書,66頁)も のであ ることも容易 に想像 できるが ,

その内容が進歩的 であ ることは否 定で きない。

6)福 島教授 によれ ば,こ の選挙 は 「99.6%の 高 い得票率 をも って道 ・市 ・

郡人民委員会 委員 の選挙 と して,実 施 され た」(前 掲書,28頁)と いう。

7>金 日成 は,こ の全人 民討議 にっ いて 「わ が祖国 に作 り出された このよう

な緊迫 した情勢 にて ら して,わ が党 は北朝鮮 の民主的 な諸政党,大 衆団体

とともに,朝 鮮人 民の進むべ き道 を もう一度 明 らかにす るため,人 民の要

求 と完全 に一致 す る臨時憲法草案 を作成 し,全 人民の討議 にかけ ま した。

いま,わ れわれ は南北朝鮮人民全体 の熱烈 な支持の もとに,憲 法草案の討

議 を行 な っています。われわれが発表 した憲法 草案 は,北 朝鮮人民が政権

を自分の手 ににぎ り,解 放後 の2年 間に社会 の民主主義 的改革 を実施す る

過程でか ちと った獲 得物 を法的 に確認 し,固 着 させ,全 朝鮮 人民に,わ が

祖国の進むべき道 をさ し示す歴 史的な文献 であ ります」(『金 日成著作選集』

第1巻(平 壌,平 壌外 国文 出版社,1970年)221頁 。 ここで は福 島正夫,

前掲 書,32頁 か ら引用 〉 と述べ て いる。 この人民討議 の形式 は,1936年

のス ター リン憲法の制定 にお いて採用 され,そ の後,通 常,社 会 主義国で

は行 われた もので もあ る。 も っとも,1972年 に全面 改正 され た際 には,人
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民討議 は行われ なか った。

8)北 朝鮮 では,こ の 「南北総 選挙」 には,北 半部では全選 挙人の99。7%,

南半部 では77.9%が 参加 した という(『 朝鮮 民主主義人 民共和 国の 国家 ・

社会体 綱』(日 本評論社,1966年)27頁 以下。 ここでは,福 島正夫,前i掲

書,3◎ 頁か ら引 用)。 そ して,最 高人 民会議 の代議 員572名 の うち212名

は北半 部 の地域 か ら,360名 は南半部 の地域 か ら選 出 した と主張 している

(法制処,前 掲 書,68頁 〉。

9)従 って,北 朝鮮 では毎年9月9日 を創建 日と して記念 してい る。

10)韓 国憲法 の制定経過 にっ いては,拙 稿 「韓 国第一共和 国憲 法制定前史 に

関す る一考察 解放 か ら制 憲 国会 の構 成 に至 るまでの政治的 背景 を中

心と して 一一 」『言語文化研究』第9号(1987年)所 収,を 参照 され たい。

11)『 金 日成 著作 集』第1巻(未 来社,1970年)113頁 。 ここで は,福 島正

夫t前 掲書s32頁 か ら引用。

12)姜 求真,前 掲 書,26頁 。

13)こ の 憲法 の 日本語 訳 と しては,1957年 まで の改 正 を経 た もので はあ る

が,福 島正夫s前 掲書,巻 末 および金圭昇 『朝鮮 民主主義人民共和 国 の法

と司法翻度』(日 本評論社f1985年)の 巻 末に収 録 され て いる。

14)ソ 連憲法 との類似性 にっ いて,姜 求真教授 は 「北朝鮮 の種 々の政府機 関

の機 能が,ソ 連 のそれ と類似性が多 いことは勿論で ある。一っだ け明 白な

差異点は,北 朝鮮の権 力構 造が も っと簡 単で あるということである。北朝

鮮 は単 一民族 によ って構 成 され,そ の規 模 も小 さいので,連 邦共和 国,自

治区,そ して ソ連 に存在 す る他の属 国の複合体制 を採 択す る必要 性が ない

ので ある。 のみ ならず,ソ 連 でのよ うに 『国家評議会 』 も必要 ない。北朝

鮮憲法 に規定 された公 民の権利 と義務 は ソ連 憲法 のそれ と殆 ど一致 してい

る・北朝鮮 憲法で一っだ け規 定 してい ない点 は,ソ 連憲法(ユ26条)が 共

産党の地位 を承認す る規定 を置 いているのに反 して,北 朝鮮憲法 は労働 党

の地 位 を明文化 した条 文 を置 かなか った とい う事実 であ る」(姜 求真,前

掲 書,27頁)と 論 断す る。 しか し,福 島正夫教授 は,ソ 連憲 法 の影 響 を

認 めなが らも,そ の章構成 などに独 自性 を見 いだ している(福 島正夫,前

掲書,35頁 参照)。

15)姜 求真,前 掲 書,20～21頁 か ら引用。
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3.48年 憲 法 の 改 正

わ

この48年 憲 法 は,そ の後,幾 度 か部 分 的 な改正 が行 わ れ た 。 まず

1954年10月30日 の最高人 民会議第1期 第8回 会 議で,最 高人民会議 の

任期 を3年 か ら4年 に延長 し,地 方主権機 関であ る 「各級 人民委員会」

を主権機関 と しての 「各級 人民会議 」 とこれ によ って選挙 され る執 行機

関 と して の 「人民委員会」 に分離 した。「これ は地 方 国家機 関体 系 の大

きな発展 を意味す ると ともに,中 央 の地方 に対す る指導 を強 力化 した も

のと考 え られ る。っ ま り民主主義的 中央集権制 のい っそ うの前進 とみ る
2}

べ きで ある」 といわれ る。

翌1955年3月11日 の最高 入民会議第1期 第9回 会議 では,最 高人 民

会議常任委員会 の構成及 び内閣の構 成に関す る条項 を簡 明 に した。続 い

て,1956年11月5日 の最高人民会議第1期 第12回 会議で は,選 挙権 及

び被選挙権 の年齢 を満20歳 か ら満18歳 に引 き下 げた。

さ らに,1962年10月12日,最 高人民会議第3期 第1回 会議 で,最 高

人民会議 代議員 の選 出基準 を,「 人 口5万 人 当た り1人 」 か ら 「人 口3

万 人当た り1人 」 に増 や し,最 高人 民会 議 に対 す る内閣構成員 の宣誓 を

廃止 した。

3)

ところで,48年 憲法104条 はf「 朝 鮮民主主i義人 民共和 国憲法 の修 正

は,最 高 人民会議 においてのみ,こ れ を行 うことがで きる。 憲法 の修 正
の

に関する法令の草案は,最 高人民会議代議員の3分 の2以 上の賛成によっ
5)

て採 択す る」(「法令」とは,日 本における 「法律」を意味する独 自の用語で

ある〉と規定 して いる。 したが って,憲 法 を 「法令 」の一つの形式 と理

解 し,「 法令」 に よ って憲 法 を改正す ることが で き るよ うで あ る。 も っ

とも,「 法令 の採択 は,そ の会議(最 高人民会議…筆巻)に 参席 した代議

員 の多数 決で行 う」(40条2項)と され て い るので,少 な くと も議決 定

足数 の面か らは憲法 の最 高規範 性を見 ることはで きるが,し か し,憲 法
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制定 にお いて全人民的討議 を華 々 しく伝 えた ことと比較す るとき,対 照

的で はある。

また憲法の改正 は最高人 民会議で のみ行 うことが で きると規 定 してい

るが(37条 但書1号),い ま明 らか に なっている1956年11月7日 に行わ

れた憲法12条(選 挙権年齢)の 改正 にっ いて の最高人 民会議 での資料 を

見れ ば,「 朝鮮 民主主義人 民共和 国主 権機 関 にお け る選挙権及 び被選挙

権 を有す る公民 の年 齢 に関す る1956年9月1日,朝 鮮 民主主i義人民共

和 国最 高人民会議常任委員会政 令 を承 認 して,こ れ に関連 して朝鮮 民主

主義 人 民共和 国憲法第12条 第1項 中 《満20歳 》 とい う文 句 を 《満18
6)

歳》 に変更 して,次 の ように叙 述す る」 と記載 され ている。 このよ うに

「1948年 憲法 を5次 にわ た って改正す る過 程 を見れ ば,憲 法 の修 正 を

直接 目的 とす る法令草案が最 高人民会議 に提案 された場合 はなか った よ

うで あ り,大 概 は最高 人民会議 が常任委員 会政令 を承認す る過程で憲法
7)

の修正が付随的 になされた もの と見 られ る。… …結 局,憲 法 に違 う政令

を既 に施行 して,そ の後 に最 高人民会議が 開会 され た ときに政 令 に合わ
8)

せ て憲法 を修正す るという ことを意味す る」 と思われ る。 したが って,

実体 面 にお いて北朝鮮 憲法が最高規範性 を有す るのかはr疑 問であ る。

注

1)こ こで 「幾度 か」 と書 いたのは,北 朝鮮の公式資料 に基づ いて執筆 され

た と思われ る福 島正夫教授 の前掲 書 と,韓 国側の資料 との間 に食 い違 いが

見 られ るか らである。本章 では,福 島正夫教 授の記述 に従 ったが,韓 国側

の資料 に よれ ば1948年 憲 法は5回 改正 され た とい う。参考 と して,以 下

に,韓 国側が主張す る改憲 の経過 とその主要 内容の表 を掲 載 してお く(法

制処,前 掲 書,69～70頁 か ら翻訳 引用)。
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区 分 改 正 日 主 要 内 容

第1次 1954.4.23 ・地 方 行 政 区域 の う ち 「面 」 を廃 止 して
,「 邑」

と 「労働 者 区」 を新 設(38条2項8号)
・内閣 の構 成 員 を一部 変 更a)

第2次 1954.10.30 ・最 高 人 民会議 代議 員 の任 期 を 「3年 」 か ら 「4

年 」 に延 長(36条)
・地 方主 権機 関で あ る 「各 級 人民 委員 会 」 を 「各

級 人 民会議 」 と 「人 民委 員会」 に分 離(5章)b)

第3次 1955.3.11 ・ 「里人 民委員会 」 を 「里 人民会議」に改正(3条)

・最 高人 民会 議 常任 委員 会 の構i成員 の定 数 を 「副

委員 長2名 」 「委 員17名 」 か ら各h「 副 委員 長

若干 名 」「委 員 ら」 に改正(48条)
・最 高人 民会 議 常任 委員 会 の権 限 中 「外 国 との条

約 の批准 」 を 「外 国 と の条 約 の批 准及 び廃止 」

に改 正(49条2項8号)
・内閣 が 「決 定J及 び 「指示 」 を公 布す ることが

で き るよ うに して いた の を,「 決 定 」 及 び 「命

令」 を 公 布 す る こと が で き る よ う に 改 正(55

条1項)
・地 方主 権機 関の権 限を 一部 変更(5章)

第4次
c)

1956.11.7 ・選 挙 権 及 び 被 選 挙 権 の 年 齢 を 「20歳 」 か ら

「18歳 」 に引 き下 げた(12条1項)

第5次
d)

1962.lo.18 ・最 高人 民 会議代 議 員 の選 出基 準 を 「人 ロ5万 人

当た り1人 」か ら 「人 口3万 人 当た り1人 」 に

変 更(35条)
・内閣で 採択 した決 定 は 「首相 」が 署名 ・公布 す

るよ うに して い た の を,「 首相,副 首 相 と関 係

相 」 が署 名 ・公 布す るよ う に した(57条2項)
・内閣構 成員 を具 体 的 に列 挙 して いた の を

,「 首
相,第 一 副 首相,副 首 相 ら,各 相 」 と抽 象的 に

規 定(58条)
・内閣構 成 員 の調 整 に伴 い

,首 相 に事 故 が あ った
ときの職 務代 理者 の順序 を調整(59条)

・首 相 ・副 首 相 ・相 の 就 任 時 の 宣 誓 条 項 を 削 除

(61条)

※a)こ の と き の58条 の改 正 内容 にっ いて の 明 らか な資 料 は ない が ,1955年3月
11日 の憲法改正における58条 に対す る改正内容と関連 して見るとき,58条 で列挙

され ていた内閣構成員 の一部 を変更 したもの と思われ る。
b)特 に,74条 で列挙 され て いた地 方政権機 関(各 級 人民会議)の 任 務(権

限)を 削除 した もの と思われ る。
c)福 島正夫,前 掲 書は,こ の憲法改正の 日を11日5日 とす る。d)福島

正夫,前 掲 書は,こ の憲法改正の 日を10日12日 とす る。
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2)福 島正夫,前 掲書,35頁 。

3)北 朝鮮 では憲法 の内容 を変 更す る ことを 「修正」,法 令 の 内容 を変 更す

ることを 「改正」 という。

4)現 行(1972年)北 朝 鮮憲法 で規 定 してい る成文 法 の種 類 は,憲 法 ・法

令 ・命令 ・政令 ・決定 ・指示 の6種 類 があ る。憲法 の制 定及び改正は最高

人民会 議 の在籍代議 員3分 の2以 上 の賛成 で行われ る。法令 もやは り最高

人民会 議 の出席代議員 の過半数 で制定 され るが,最 高人民会議の休会 中の

ときは最高人民会議常設会議で法案 を審議 ・決 定 して,次 回の最高人 民会

議 の承認 を受 ける。行政立法 に属す るもの と して,朝 鮮民主主義人民共和

国主席 の 「命令 」,中 央人 民委員会 の 「政令」「決定」,政 務院 の 「決 定」

及 び各級 国家機関 の 「指示」が あ る。

5)1948年 憲法 の条文 引用 は,福 島正夫,前 掲書巻 末 に収録 され てい る 日

本語訳 によ った。

6)法 制処,前 掲書,72頁 。

7)こ の推察 の根 拠は,「 明 らか な資料 は ないが,憲 法修 正が あ った第1期

第7回 会議(1954.4),第1期 第8回 会議(1954.10),第1期 第9回 会議

(1955.3),第1期 第12回 会議(1956.11),第3期 第1回 会議(1962.10)

の議 案中 には憲 法修正 に関す る事項 は な く,『 最高人 民会議 常任 委員会 政

令承認 に関 して』 とい う議案が 見 られ る。北朝鮮 の最 高人 民会議 資料 集 な

どを通 じて具 体的 な修 正 内容 を知 る ことので きる憲法12条 修 正(第4次

修正,1956.11.7)の 場 合 にも,議 案 は 『法令改正案』 であ るが,そ の 内

容は政令承認 に関連 して,憲 法12条 を修 正す る事 項及 び 内閣構 成法 の改

正,そ して 『国民所得税 に関 して』 という法令 の改正が含 まれ て いること

か ら見 て,す べ ての憲法 修正が政令 承認過程 で なされ た もの と見 られ る」

(法制処,前 掲 書,72頁)こ とにあ る。

8)法 制処,前 掲書,71～72頁 。

4.72年 憲 法 の 制 定 経 過

北 朝 鮮 は,1972年12月27日 に,最 高 人 民会 議 第5期 第1回 会 議 で,

全 文11章149条 か らな る新 しい憲 法 を 制 定 して,同 日か ら施 行 した 。
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名称も,従 来の 「朝鮮民主主義人民共和国憲法」から 「朝鮮民主主義人
ユ　

民共和 国社会主義憲法」(以下,こ の憲法を72年 憲法と称す ることにする)

へ と変 えた。 この憲法改 正 は,実 質 的 には新憲 法 の制定 であ り,48年

憲法104条 の 「修 正(改 正)」 の範 囲に入 るのか疑 問 もあ るが,72年 憲

法で は この疑 問を解 消す るためで あろうか 「憲法 および法令 を採択 また

は修正す る」(76条1号)と 規定 している。

ところで,最 高 人民会議 で72年 憲法 の草案報告 を行 った のは金 日成
2)

首相 自身で あ ったが,そ の報告 にあ る制 定経過 にっ いての記述 は次 の と

お りで ある。す なわ ち,

「同志 のみ なさん/朝 鮮人 民がその歴 史上は じめ て真 の人民 の憲法

を もち,共 和 国の旗 のもとに新 しい社会,新 しい生活 を創 造す る道 にふ

み だ した ときか ら24年 が過 ぎさ りま した。 この期 間 に,わ が人民 は朝

鮮労働党 の賢 明 な指 導の もとに,社 会主義革命 と社会主義建 設で偉 大 な

成果 をおさめ ま した。 その間,わ が 国には文字 どお り天地 開び ゃくが起

こり,わ が人 民の政 治 ・経済 ・文化生活 には画期的 な変化が起 こりま し

た。 こん にちのわが 国の現実 は,新 しい社 会主義憲法 を制定す ることに

よ って,わ が人民が社会主義革命 と社会 主義建 設でお さめた偉大 な成果

を法的 に固定化 し,社 会主義社会 におけ る政 治 ・経済 ・文化分野 の諸原

則 を法 的に規 定す ることを切実 に求 めてい ます 。 この ことか ら,わ れわ

れ は朝鮮 民主主義 人民共和 国社会主義憲法起 草委員会 を組織 し,社 会主

義憲法草案 を作成 しま した。朝鮮民主主義人 民共和 国社会 主義 憲法草案

は,朝 鮮労働党 中央委 員会 総会 で討議 され,祖 国統一 民主主義 戦線中央

委員会 の審議 を経 て最 高人 民会 議 に提 出され ま した。 このたびの最 高人

民会 議で,朝 鮮民主主義人 民共和 国社会 主義憲法 を制定す る ことは,わ

が人民の革命闘争 と建設事業 で歴 史的 な意義 をもっ大 きな出来事 とな り
ヨラ

ま し ょう」 と。 一 般 的 に い って,社 会 主 義 国 の 憲 法 草 案 報 告 で は,起 草
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委員会 の設置,そ の後 の審議,人 民討議 の 内容 な ど制定過程 を詳細 に説

明す る例が 多 いが,北 朝鮮 の72年 憲 法 の制 定 に際 しての報 告で 憲法制

定 の過程 にっ いて触れ られて いる箇 所 は,こ こに記 した ものがすべ てで

あ る。 したが って,い か なる過程 を経 て72年 憲法が制定 され たのか を
4)

知 るため には,他 の資料 に頼 るほか ない。

まず,い っ新憲法制 定 の決議 と起草委員会 の設 置が なされたので あろ

うか。1970年11月 の朝鮮 労働 党第5回 大会で金 日成首相 の報告 は新 憲

法 の制定 につ いてふれ てお らず,ま た大会 の決議 もそれ に関 した ものは

ないので,新 憲法制定 の決議 と起 草委員会 の設置は,こ の大会以後 の時
5)

期であ ることは明白であるが,公 表資料が な くて具体的 には分か らない。

憲法草案 が公表 された の は,憲 法が採択 され る僅 か2ヵ 月前 の1972

年10月23日 か ら10月26日 まで 開かれた朝鮮 労働 党中央委員 会第5回

総会 の記事 であ る。 この会議 の議案第1号 は 「朝鮮 民主 主義 人民共和 国

社 会主義憲法 につ いて」で あ った。総会で は多 くの出席 者が討論 に参加

し,金 日成 朝鮮労働党総秘書が議案 の憲法 草案 につ き重要 な発言 を行 っ

た という。そ して,憲 法草案 を全面 的に支持 賛同 し,こ れ を最高人民会

議 と祖 国統一 民主主義戦線 中央委 員会 の審議 にかけ ることを満場一致 で

可決 した。

そ こで,1972年12.月15日,祖 国統一 民主主 義戦線中央委員会第7回

会議 で審議 され,満 場一致 で採 択 された。そ して最高人 民会議第5期 第

1回 予備会 議が12月22日 に開かれ,こ こで の審議 を経 た後,本 会議 に

移 され た とい う。

ところで,こ の制 定過程で若干 の疑問点が生ず る。 それ は,社 会主義

国で は一般 的 であ り,ま た48年 憲法 の制定 に際 して も行われ た全 人民

的討議が,な ぜ72年 憲 法 の制 定の際 に は行わ れ なか った のか。換 言す

れ ば,全 人民的討議 を経 ることがで き ないほ ど急 いで新 憲法 を制 定 しな
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けれ ばな らなか った理 由は何 なのか,と いう ことで ある。金 日成首相 の

憲法草 案報 告 は,「 社 会主義 憲法 の制 定に よ り,共 和 国政府 は プロ レタ

リアー ト独裁 の新た な武器 を もっ ようにな り,わ が人民 は,社 会主義 の

完全 な勝利 と祖 国の 自主的平和統 一を な しとげ るためのたた かいで,確

固 と した法的裏づ けを もっ ことに なるで しょう。共和 国北半部で の社会

主義憲法 の実施 は,社 会 の民主化 を実現 し,祖 国の自主的平和統一 をめ

ざ してたたか う朝鮮 人民を力強 くはげ ます であ りま し ょう。社会主義憲

法が実施 され る ことによ り,わ が人民の政 治 ・経済 ・文化生活で は新 た

な転換がお こ り,わ が人民は,自 己の偉業 の正 しさを深 く確信 し,社 会
6)

主義 ・共産主義 の道 を力強 く前進す ることで しょう」 と,憲 法剥定 の意

義や使 命 にっ いては とうと う述べ るが,そ の制 定 の動機 につ いては7今

一っ 明確で はない
。

韓 国 の研究 者 た ちは,当 時 の様 々な事 情 を勘 案 して,72年 憲法 の制
り

定 の理 由をおお よそ次 のよ うに解 してい る。 まず第一 に,人 民民主主義

憲法で あ った48年 憲法 が社会 主義 に移 行 した とす る北朝鮮 の主張 に合
8)

わ な くな り,ま た,チ ュチ ェ(主 体)思 想 とい う新 た な理念 も憲法 に入

れ る必要 があ ったためで あ る。第二 にa国 内政 治的理 由と しては,権 力

が安定す るに従 い,国 内の権 力の中心 を労働 党か ら政 府 に移転す る必要

があ ったためで あ る。第三 に,国 際政 治的理 由と しては,中 国 とソ連 の

対 立か ら距離 をお き,非 同盟 諸国の り一 ダー と して位置付 け るため には,

内閣首相 よ りは 国家元首で あ る主席 に なることが都 合が 良か ったためで

あ る(従 来は,国 家元首は崔庸健 ・最高人民会議常任委員会委員長 と解され
9ラ

ていた)。 第 四 に,こ の時期 に南北 の秘 密 裏の接 触が あ った だ けに,将

来 の南北交 渉 にお いて不利 に な らない ように,韓 国の大統領 ・国務総理

制 に対 抗で きるよ うに主席 ・政務 院総理制 への改憲 を した とい う。

韓 国 の研 究者が制定理 由と して挙 げた ものの 当否は ともあれ,全 人 民
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的討議 もな く短期 間で制 定 した ことは,や は り通常 の理解 を越 え るもの
10)

といわ なけれ ば な らない。
11)

この72年 憲法 の特色 と しては,ま ず 第一 に,そ の名称 におい て 「社

会 主義憲法」 と した ことであ るが,こ れは他 に例を見 ないもので あ り,

北朝鮮が社会主義 国家 であ ることを宣言す る ことで,い わ ゆ る人 民民主

主i義に基づ い ていた48年 憲法 との違 い を明確 に してい る。 したが って,

個 人所有制 を認めず,生 産手段 の国家及 び共 同体 の所有 を規定 した・第

二 に,憲 法草案報告で1新 しく起 草 され た社 会主義憲法 は,わ が 国にお

け る社会主義革命 と社会主 義建 設の諸成果 を正 しく反映 してお り,社 会

主義 におけ る政 治 ・経 済 ・文化分野 の諸原則 な らびに公 民の・基本権利 と

義務 を規 定 してお り,ま た 国家機関 の構成 とそ の任務 と活 動原則 を定め

て い まず㌔ と述べ て い る よう に,そ の構 成 を第1章 「政 治」,第2章

「経 済 」,第3章 「文 化 」,第4章 「公 民 の基 本権 利 と義 務」,第5章

「最高 人民会議 」,第6章 「朝鮮 民主主 義人民共和 国主席」,第7章 「中

央 人民委員 会」,第8章 「政務 院」,第9章 「地 方人民会議,人 民委員会

お よび行政委員会 」,第10章 「裁判所 お よび検察所」,第11章 「国章,

国旗お よび首都」 と してい るが,政 治 ・経 済 ・文化 にそれぞれ独立 の章

を当ててい る点 はユニー クで ある。第三 に,綱 領的 な規定 が多 く,特 に

文化 の章 にそ の傾 向が強 い。例 えば,「 朝鮮 民主 主義人 民共和 国で は・

全人民 が学 び,社 会主義 的 民族 文化 が全面 的 に開化 発展す る」(35条),

「国家 は,あ らゆ る分野 で古い社会 の生活様 式 をな く し,新 しい社会主

義的 生活様式 を全面 的 に確 立す る」(38条),「 朝鮮 民主主義 人民共和 国

にお いて公 民の権 利 と義務は 『一 人はみ ん なのために,み ん なは一人 の

ため に』 とい う集 団主 義 の原 則 に もとつ く」(49条)な どで あ る・ 第四

に,「 朝鮮 民主 主義 人民共和 国 は,マ ル クス ・レー ニ ン主 義 をわ が 国の

現実 に創造的 に適用 した朝鮮 労働党のチ ュチ ェ思想 をそ の活動 の指導 指
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針 とす る」 と して労働党 の憲法上 の地位 を認 めた点 と,い わ ゆる 「チ ュ

チ ェ思想 」 を憲 法規範化 した こ とは,72年 憲法 の大 きな特 色 の一 つ で

あ る。第五 に,権 力構造 におい て,国 家主席制 を新設 して,こ れ まで最

高主権機関で あ った最高人民会議常任委員会 を格下 げ した。

ところで,度 々引用 してい る金 日成首相 のr憲 法草案報 告」で は,権

力機構 の変動 にっ いて,人 民委 員会 と行 政機 関 を分離 させた ことと,民

主主義 中央 集権制 の原則 をす べ ての国家機関 の組織 と活動 の基 本原則 と

して規定 した ことに言及す るのみで,国 家主席制 の導 入 と中央 人民委員

会 の新設,そ して最高 人民会議常任委員会 を常 設会議 に格下 げ した部分

、に対 しては何 ら言及 してい ない。 これは,憲 法草案報 告が 「朝鮮 民主主

義人民共和 国社 会主義憲法は,も っとも革命的 な憲法で あ ります。 国家

機関 の体系 を主 に して書かれた憲法 とは異 な り,社 会主i義社 会の政 治 ・

経済 ・文化分野 におけ る諸原則 を全面 的に規定 してい るわが 国の社会主

義憲法 は,わ が党 と共和 国政府 の政 策を擁護 し,社 会主義革命 の獲得物

を しっか りと守 るプロ レタ リアー ト独裁 の鋭利 な武器 と して,ま た,社

会主義経済建設 を力強 くお しすす め,思 想革命 と文化 革命 を強化 し,社

会主義的生活様式 を確立 して全社会 を革 命化,労 働者 階級化 す る強力 な
13)

手段 と して服務す る ことで しょう」 とい っている ように,「 国家機 関 の

体 系」 はさほ ど重要 で ないのか も しれ ないが,国 家主席制 の新設 は客観

的 に見るとき統治構造 におけ る最 も大 きな変更であ ると思われ るだけに,

不 自然 さを拭 い去 ることはで きない。 けだ し,72年 憲法 が規 定す る国

家主席 の地位 と権 限 は強大で あ り,「朝 鮮民主 主義人 民共和 国主席 は,

国家の首班であ り,朝 鮮民主主義人民共和国国家主権 を代表す る」(89条),

北朝鮮 の国家主権 の最高指導機関で あ る 「中央 人民委員会 の首位 は,朝

鮮 民主主義 人民共和 国主席 で ある」(101条),中 央 人民委員 会 を直接 指

導 し,必 要 に応 じて最 高主権機 関の行 政的執行機関で ある政務院会議 を
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招 集 し指導 す る(91条,92条)の で あ り,「 朝鮮 民主主 義 人民共和 国主

席 は,朝 鮮 民主主義人 民共 和 国の全般的武力 の最高 司令官,国 防委員会

委員 長 とな り,国 家 の一切 の武 力を指揮 統率す る」(93条)の で あ る。

また,そ の他 の主席 のみ に属す る権 限 と して,最 高人民会議法令,中 央

人民委員会政令,政 務院決定 の公布,命 令 の発布,特 赦 権 の行使,外 国

との条約 の批准 または廃棄,外 国の使 臣の信任 状 ・召還 状 の接受が憲法

で規 定 され てい る(94条 ～97条)の で あ る。 も っとも,一 応,主 席 の任

期 は4年 で,最 高人民会議で選挙 され,最 高人 民会議 に活 動の責任 を負

う(90条,98条)と 規定 され て いるが,主 席 の地位 はそ の創設 か ら今 に
14)

至 るまで金 日成主席 がその地位 を占め ている。

注

1)こ の 「朝鮮民主主義人民共和 国社会主義憲法」の 日本語訳 は,福 島正夫,

前掲書,巻 末の ほか,金 圭昇,前 掲書,巻 末 お よび資料編 集委員会編 『朝

鮮民主主義 人 民共和 国主要 法令集(朝 鮮 に関す る研 究 資料 第20集)』(朝

鮮大学校,1979年),若 林熈 ・唐 笠文 男編 著 『資料朝鮮 民主主義 人民共和

国』(『資料朝鮮 民主主義人 民共 和国』刊行会,1990年),現 代朝鮮研 究会

編 『新版 朝鮮要 覧』(時 事通 信社,1978年),金 日成 主席著 作翻 訳委員 会

訳 『朝鮮社会主義 憲法』(白 峰文庫,1979年)に も収録 されて い る。 本稿

での引用 は,金 日成主席 著作翻 訳委員 会訳の ものによ った。

2)こ の報告 は,「 わが 国の社 会主義制 度 をい っそ う強化 しよ う」 とい う題

名で,行 われ た。福 島正夫教授 は 「新 憲法制 定の必然性 と必要性,社 会 主

義憲法 の本質的特性 と優越性 を,朝 鮮 の革命伝 統,共 和 国の創建お よびそ

れ以来 の社会主義革命 と社会主義建設 のための闘争 か ら説 き起 こして,社

会主義制度 をい っそう強化発展 させ る課題 にいた り,四 節 に分 けて説いた,

歴 史的 文献 で あ る」(福 島正夫,前 掲書,2頁),「 この草 案報告 じた いが

きわめ てユ ニー クであ り,歴 史的 な文献 である ことを指摘 せねば な らぬ。

それは従来の いか なる憲法報告 にも類 をみ ない特性 を もっ 。す なわ ちこの

報告では朝鮮の革命伝 統,す ぐれた朝鮮社会主義 のた くま しい躍進 の成 果
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を叙 述す るとともに,共 和 国人 民大衆が この憲法 に もられ た指導原理 と指

針 にの っと り力つ よ く前進 してゆ くことにっ いての鼓動激励 が,気 迫 にみ

ちて語 られ ている。 いままでの例 では,憲 法報告 は基 本的には憲法制定の

理 由,過 程,内 容等 を説明す るの に止ま った ともいえ る。そ う した型 をや

ぶ り新 しい方式 を うち出 した ものが,こ のたびの共和 国社会主義憲法 の草

案報告 であ った。 まさにそれ は金 日成主席 の不 朽の古典的労作 というべ き

であ る」(同 書,6頁)と 評価す るが,逆 に,そ の分,憲 法制定 の理 由や

過程 が著 しく簡略化 されて いるということもで きる。 なお,こ の報告 の 日

本語訳は,福 島正夫,前 掲書,巻 末及び金 日成主席著作翻訳委員会訳,前

掲書 に収録 され ている。本稿 においては,金 日成主席著作翻訳委員会 の訳

によ った。

3)金 日成主席著作翻訳委員会訳,前 掲書,45～46頁 。

4)韓 国 において も,北 朝鮮 の72年 憲法 の詳 しき制定経過 は不 明 のよ うで

ある。以下 の記述 にっ いては,福 島正夫,前 掲書を主に参 照 させていただ

いた。

5)朝 鮮 民主主 義人民共和 国の教 授であ る金 圭昇教授は 「金 日成主席は朝鮮

で社会 主義工業 化が実現 し,社 会主義の完全勝利 のため の闘争が 当面 の課

題 とな ってい る時期 を社会 主義憲法制定 のも っとも適切 な時期 とみ な して,

1791年 初 めに開 かれた朝鮮 労働党 中央委 員会 政治委員 会で憲 法起 草委員

会 を組織す ることを提議 している」(金 圭昇 『南 ・北朝鮮 の法制定 史』(社

会評論社,1990年)430～431頁)と,憲 法起 草委員会 の設置 の時期 その

もので はないが,そ の組織化が提議 された時期 にっ いて述べ てい る。

6)金 日成主席著作翻訳委員会訳,前 掲書,93～94頁 。

7)法 制処,前 掲書,76頁 以下 。姜求真,前 掲書,76頁 以下。

8)朴 完信 『北韓行政論』(刈 音,喜 星 出版社,1988年)126頁 。

9)「 チ ュチ ェ(主 体)思 想 」 とは,そ の創 始者であ る金 日成主席 の言葉 に

よれ ば 「一 口にい って,革 命 と建 設 の主人は人民大衆で あ り,革 命 と建設

をお し進め る力 もまた人民大衆 にあるという思想 で あ ります。 いいか えれ

ば,自 己の運命 の主人 は 自分 自身で あ り,自 己の運命 を切 りひ らく力 もや

は り自分 自身 にあ る とい う思想 で あ ります 」(1972年9月17日,日 本 の

『毎 日新聞』記者 に対す る当時 の金 日成首相 の回答 、、ここでは現代朝鮮研
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究会編,前 掲 書,206頁 か ら引用)と い う ことであ るが,そ の実際 の意味

は余 り明確 で はない。 ブルース ・カ ミングス教授 も 「『チ ュチ ェ』思想 は,

一見す ると簡単 に理解で きそ うに思われ る
。政治,経 済,防 衛 イデオ ロ

ギー におけ る 自力更生 と 自主独 立を意味す るか らだ。初め て登場 した のは

1955年,北 朝鮮 が ソ連離れ を した時だ った。 その後1960年 代 に金 日成が

中 ソ双方か らの 自主独立路線 を求めたときに全面 的に展 開された、,しか し,

さ らに詳 しく調べ てみ ると,『 チ ュチ ェ』思想 の意味 はそれほ ど分 か りや

す いもので はない。北朝鮮 の国民は 『誰 もが心 と精 神 にチ ュチ ェを しっか

り持たね ば な らない』 とい った いい方 をす る。「チ ュチ ェを しっか り身 に

つけて こそ幸 せ になれ る』 とか 『チ ュチ ェは単 に心 に しっか り確立す るだ

けで な く完全 に実践 にお いて実 現 しなけれ ば な らない』 な どともい う。そ

ば に近 づけば近づ くほ ど,そ の意味 は遠 ざか って しまう。チ ュチ ェとは,

朝鮮の民族的唯我論 の不透 明な核心 なのだ 。実際の意味 をで きるだけ具体

的 にいい表す な ら,っ ね に朝鮮 を第一 に考 え るとい うことになるだ ろう。

っ まりは,ナ シ ョナ リズムの一種 なのであ る」 とい う(ブ ルー ス ・カ ミン

グス,加 地永 都 子訳 「北朝 鮮 は どの よ う な国か」『臨時 増 刊 ・日朝 関係

その歴史 と現在 』(『世界』第567号(1992年)所 収,120頁),、

10)72年 憲法 の制定1周 年 を迎 えた1973年12月23日 の労働新 聞は 「偉 大

な金 日成 主席 が執筆 した社会 主義憲法 をい っそ う深 く体得 し輝か しく具現

しよう」 と題 した社説 を掲載 してい る。 そ こでは 「一年 前の今 日,敬 愛す

る主席 はわが 国の革命発展 の客観 的要求 と社 会主義国家建設 の合法則性 を

深 く洞察 し,わ が 国の社会主 義憲法 を 自 ら作成 して最高人民会議第5期 第

1回 会議 にお いて公表 され たので あ る」 「主席 の不 朽 の古 典的労作 『朝 鮮

民主主義人民共和 国社会主義 憲法』 を輝 か しく具 現 し,そ の生活力 をさ ら

に発揮 させ るため何 よ りも重要 な ことは,こ の天才的労作 をさ らに深 く学

習 し,憲 法 の各条項 とそ こに含 まれ てい る主席 の偉大 な革命思想を 自己の

骨 肉とす ることで あ る」(こ の社説 の 日本語訳 は,資 料編 集委員会編 前

掲書,73頁 以下 に収録 され てい る)と 書かれ てい る。 か くすれ ば,あ る

いは北朝 鮮の人 民 にと っては,金 日成主 席が 「自ら作成」「執筆 した」憲

法が短期 間で制定 された ことは何 ら不思議 で もな く,ま た全人民的討議が

なされ なか った ことは 当然 の ことであ るのか も しれ ない。
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11)北 朝鮮 の公式 資料 を もとに した72年 憲法 の 日本語解説 と しては福 島正

夫,前 掲書,お よび金 圭昇 「社会 主義憲法 の体系 的逐条 解説」『朝鮮 民主

主義 人民共和 国の法 と司法制度』(日 本評論社,1985年)所 収(こ の論 文

は,福 島正夫,前 掲書 に収録 された 「逐条解説」 の部分(金 圭昇執 筆)を

誤字,表 現等 の若干 の箇所 を訂 正 してそ の ままおさめた ものであ る),金

圭昇 「社会 主義憲 法 と国家社会生 活 にお け るそ の具 現 社会 主義 憲法

公布10周 年 に際 して 」『月刊朝鮮資料』第22巻 第12号(1982年)所

収,が 詳細 であ り,ま た北朝鮮 の文献 の 日本語訳 と しては 『朝 鮮民主主義

人民共 和 国社会 主義憲法研究論 文集』(平 壌,社 会科 学 出版社,1973年)

に収録 されたチ ャン ・ソクマ ン 「わ が国の社会主義憲法 は社会 主義 国家の

性格 と使命 にかんす るマル クス ・レーニ ン主義理論 を新 たに発展 させた古

典的文献」 とキ ム ・ジ ョンイル 「社会主義憲法 に定め られ た公 民の基本的

権 利 と義務は勤労人民 に 自主的で創造的 な生活 を保 障す る最 も民主主義的

な権利 と義務」が資料編集委員会編 『朝鮮 民主主 義人民共和 国主要法令集

(朝鮮 に関す る研究 資料 第20集)』(朝 鮮 大学校,1979年)に 収録 され て

いる。 なお,1972年 憲法 にっ い て北 朝鮮で は 「独創 的」 という形容詞 を

よ く用 いるが,韓 国の研究者 は中国憲法 の影響 を受けてい ることを指摘 し

ている。例 えぼ,文 化 の章 におい て 「文化革 命」(36条)の 語 を用 いて い

るのは中国の文化革命か ら影響 を受 けた と思われ る し,国 家機 関 の体系 に

お いては,北 朝鮮 の 「主席」 は中国の 「主席」 に,「 政務院」は 「国務院」

に,そ の名称及 び内容が類似 し,更 に従来 「省」 と呼ばれて いた のを中 国

式 に 「部」 に変 えてい ることなどを挙げてい る(姜 求真,前 掲書,81～83

頁)。 また,1982年 の 中国憲 法 と72年 の北朝鮮 憲法 を詳細 に比較 した も

のと しては,丘 乗 朔 「中共 ・北韓 憲 法上 潮 権 力構 造」『法 学論集(高 麗

大学校)』 第20輯(1982年)所 収が ある。

12)金 日成主席著作翻訳委員会訳,前 掲書,83～84頁 。

13)金 日成主席著作翻訳委 員会 訳,前 掲書,93頁,)

14)北 朝鮮 の権 力構造 にっ いては,張 明奉 「北韓 憲法上 到 権力構造」慶南

大学校 極東問題 研究所 『北bl法 外 法理 論』(犬1音,慶 南大学 校 出版

部,1988年)所 収,を 参照 され たい。1992年 の憲法改正 にお いて も国家

機 関の関係 につ いては さほ ど大 き く変わ っては いないので,次 に参 考まで
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に,改 正 前 の72年 憲法 におけ る北 朝鮮 の 国家機 関の体系 図 を記 してお く

ことにす る(若 林熈 ・唐笠 文男編著,前 掲書,204頁 か ら引用)。

最高人民会議

匝
中央人民委員会 最高人 民会議常設会議

政 務 院

省,委 員 会

中 央 裁 判 所

道(直 轄市)

人民委員会

道(直 轄市)

人民会議

道(直 轄市)行 政 ・

経済指導委員会

部 署

道(直 轄市)

裁判所

市(区 域)・ 郡

人民委員会

市(区 域)・郡

人民会議

市(区 域)・郡行政 ・

経済指導委員会

特

別

裁

判

所

中 央 検 察 所

】

特

別

検

察

所

道(直轄市)

検察所

1

人民裁判所
市(区 域)・

郡検察所

部 署

5.結 び にかえて 明らかになった1992年 の改正憲法の特色

以上,批 評及 び批判 は極力 自制 しなが ら,北 朝鮮 の これ までの憲 法史

を考察 して きたっ も りで あ る。 もっとも,憲 法史のみ を考 察の対象 とす

るとい って も,制 定及 び改正 され た憲法 自体 の考 察を抜 きに しては不可

能であ り,仮 にそれが可能であ ると しても,そ れでは無内容のものにな っ

て しまうであ ろう。 また,正 直,北 朝鮮 の憲法は,資 料 の乏 しさもさる
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ことなが ら,そ の条文 内容 にお いても北朝鮮独特 の用語が 多用 され てお

り,ま たその実際 の運 用 を知 ろうに も,「 朝 鮮 民主主義人 民共和 国(D

PRK)は ふつ う 『北朝鮮』で通 ってい るが,謎 の部 分の多い きわめ て

特異 な国で あ り,簡 単 には記述 で きない。指 導者が秘 密主義で外 国か ら

注 目され てもテ コで も動か ないため,基 本的 な事実 も不 明の部分が少 な
7)

くない」 ので ある。 この ような事情 の なかで,い わ ゆるブル ジ ョア法学

を学んだ筆者が北朝鮮憲法 につ いてその条文 を中心 に考察す るとなると,

それ はおのず と批判 的 なもの にな らざるを得 ないであろ う。 しか しなが

ら,そ れでは北 朝鮮憲法の真実 の姿 を誤解 して しまうお それ もあ る。 そ

こで,本 稿では,で きるだけ客観的 に北朝鮮 におけ る憲法 の制定 及び改

正 の歴史的経過 を考察す る ことを第一 の 目的 と して,憲 法それ 自体の論

及 にっ いては敢 え て必要最小 限に止め ることに した。

と ころで,北 朝鮮 は1992年4月 の最 高人民会 議第9期 第3回 会議で,

「1972年 に社 会主義憲 法 を採択 して以降20年 間 に金 日成 主席 と朝 鮮労

働党 が新 たに提示 した思想 と理 論 を反映 し,憲 法 の一部 を修正,補 充 し

た」 と発表 していたが,そ の 内容 につ いては これ まで一切 明 らか にされ

て いなか った 。 しか し,こ の原稿 を書 き上 げ る直前 の1992年11月23

日に,韓 国の国家安全 企画部 は,7章107条 か らなる1992年 の改正 憲

法(以 下,92年 憲法と称することにする)の 全文 を入 手 した と して,そ れ
2)

を公表 した。公表 され た条文 が,未 だ公 開 され てい ない北 朝鮮 の92年

憲法 と一字一句 同 じで ある とまでは断言で きな くとも,少 な くとも大筋
3}

におい ては相違 ないもの と思われ る。それ によれ ば,92年 憲法 は72年

憲法 の 「修 正(改 正)」 の形式 を採 ってい る もの の,実 質 的 には新 憲法

の制 定 に近 いほ どの,多 くの重要 な改 正が あ った。現在 の と ころ92年

憲法の制定の経過 を知 るため の資料 もないので,こ れ までの本稿 の執筆

姿勢 とは異 なるが,92年 憲法 の特 色 を概 観 して,も って結 びにか え る
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ことと した い。

72年 憲法 と比較 した92年 憲法 の特 色は,ま ず第 一 に,そ の章 構成 に

お いて,11章 を7章 に した点で あ る。具体 的 には,第3章 「文化 」 の

後 に第4章 「国防」 を新設 した こと,ま た,こ れ まで独立 した章 だてで

あ った 「最高入民会議 」,「朝鮮 民主主義人 民共和 国主席」,「中央 人民委

員会 」,「政務院」,「地 方人民会議,人 民委員会お よび行政委員会」,「裁

判所 お よび検 察所」 を,す べ て第6章 「国家機構」 の中に まとめて,そ

れ ぞれ を第1節,第2節,第4節,第5節,第6節(も っとも,こ の節

の標題は 「地方人民会議および人民委員会」に改められた),第8節 と して

規 定 し,新 た に第3節 「朝鮮民主主義人民共和 国国防委員会」 と第7節

「地 方行政経 済委員会」(そ の内容は,こ れまでの地方行政委員会と殆 ど同

じである)を 新設 した ことであ る。 この章 だ てで注 目され るのは,新 た

に 「国防」 の章及び 「朝鮮民主主義人民共和 国国防委員会」 の節 を設 け

た ことであ る。国防の章では 「国家は,軍 隊 と人民 を政治思想的 に武装

させ る基礎 の上で,全 民武装化,全 国要塞化,全 軍幹 部化,全 軍現代化

を基本 内容 とす る軍事路 線 を貫徹す る」(92年 憲法60条)の 新設 に見 ら

れ るように,国 防 を大 幅 に強化 して いる。 また 「朝鮮民主主義人民共和

国国防委員 会」の節にっ いては,ま ず,そ の位置が憲法 の国家権力機関

の序 列で 「主席」 の次 におか れて いる ことで ある。特 に,「 朝鮮 民主主

義 人民共和 国主席は,朝 鮮民主主義人民共和 国の全般的武力 の最高 司令

官,国 防委員会委員長 とな り,国 家 の一切 の武力 を指i揮統 率す る」(72年

憲法93条)と いう条 文 を削除 して,1朝 鮮 民主主義 人民共和 国国防委 員

会 の委員 長は一切 の武 力を指揮,統 率す る」(92年 憲法113条)と 規 定 し

た ことは}1991年12月 に行われ た金 正 日書記の軍最 高司令官へ の就任

を追認 した ものである と同時 に,現 在,国 防委員会 の第一副委員長(現

在の委員長は,金 日成主席である)で ある金正 日書記 の国防委員会委員長
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へ の道 を開 いた ことを意味す ると指摘 され てい る。 これ は,「 朝 鮮民 主

主義人民共和 国にお いてチ ョン リマ運動 は,社 会主義建設 の総路線 であ

る。 国家 は,チ ョン リマ運動 をたえず深 め発展 させ て,社 会主 義建設 を

最大限 に促進す る」(72年 憲法13条1項)の 規定が,「 国家 は,三 大革命

の赤 い旗争取運動 をは じめ とす る大 衆運動 を力強 くくりひろげ,社 会 主

義建設 を最大 限 に早 め る」(92年 憲法14条)に,す なわ ち,金 日成主席
5}

が主導 した 「チ ョンリマ運動」 が金 正 日書記の主導す る 「三大革命 の赤
6)

い旗争取運動」 に改め られた ことと相通 じるものが あるようにも思え る。

第二 に,マ ル クス ・レーニ ン主義 の世 界的 な退 潮 という時代変化 を反

映 して,「 マル クス ・レー ニ ン主義」 の語句 を一切削 除 した ことであ る。

例 えば,国 家 の指 導指針 にっいて は 「朝 鮮民主主義人民共和 国は,マ ル

クス ・レーニ ン主義 をわが国の現実に創造的に適用 した朝鮮労働党のチ ュ

チ ェ思 想 をそ の活 動 の指 導 指針 とす る」(72年 憲法4条)と していた の

を,「 朝 鮮民主主 義人 民共和 国は,人 間中心 の世 界観 であ り,人 民大衆

の 自主性 を実現す るため の革命思想であ るチ ュチ ェ思想 を 自己の活動 の

指 導指 針 とす る」(92年 憲法3条)と 改 めた し,ま た対外 的基 本政 策 に

ついて もこれ まで 「国家 は,マ ル クス ・レーニ ン主義 とプ ロ レタ リア国

際主i義の原則 に もとつ いて社会 主義諸国 と団結 し」(72年 憲法16条3項)

の語句が 「自主性 を擁護す る世界 の人民 と団結 し」 に改 め られ てい る。

しか し,こ のことは,一 方で は北朝鮮独 自のチ ュチ ェ思想 が よ り直 線的

かつ強 固に前面 に出ることをも意味す ることに留意すべ きであろ う。

第三 に,経 済 の章 の 「国家 は,わ が国の機 関,企 業所,団 体 と,外 国

の法 人 また は個 人 との企業合営 と合作 を奨励す る」(92年 憲法37条)と

いう新 しい規 定 と,政 治の章で新設 された 「朝鮮民主主義人民共和 国は,

自己の領域 内にい る外 国人 の合法的権利 と利益 を保 障す る」(92年 憲法1

6条)と い う規 定,及 び前述 した対外 的基 本政 策 にお け る改正点 な どを
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併せ て見 るとき,外 国資本の導入 を積極 的に推 し進 め る決意 のほ どがわ

か るとともに,今 や北朝鮮 にお いても開放政策 は避 け られ ないもの とな

りつつあ ることを窺わせ るもので ある。

以上指摘 した三 点を総合す ると,「 国内的 には思想 引 き締め を強化 し,

対外的 には経済 開放 を うた う"二 重路線"で 北朝鮮 は当面,こ の方針 で
7)

米 国 など西側諸 国 との関係 改善 を進 めて行 くものと見 られ る」 との観測

は,正 鵠 を得た ものといえる。

ブルー ス ・カ ミングス教授 は,1992年4月 に発 表 した論 文を次 の よ

うな言葉で締 め く くっている。す なわ ち 「太平 洋地域 は今や世界経済 の

中心 にな りっっ あ り,こ れ まで ゆ るぎ も しなか った政 治的戦略境 界 も経

済の力でず たずた に押 し切 られ ている。北朝鮮 は こう した発展途 上の経

済 圏の外側 にあぶ な っか しく留 ま ってい るが,主 な同盟 国であ る中 国は

す でにその中に入 って しま った。北朝鮮 は数十年前 までは有 効だ ったが

今 では通用 しな くなった国 内政 策 に,頑 強 に しがみっ いてい るようだ。

だが,と くにアメ リカ(朝 鮮半 島の不安 定 さにっ いては どの大 国よ りも

アメ リカに責任 があ る),そ れ に 日本 が開 けた外交 を展 開すれ ば,圧 力
8)

をやわ らげ,北 朝鮮 を新 しい土台で世界 に引 き込む一助 となれ るだ ろう」

と。 この論文 の発表後,す でに中国は韓 国と国交 を樹立す る ことで,北

朝鮮 の同盟 国の立場 を放棄 した。 そ して また北朝鮮 も今 回の憲法改正 に

よ って,こ の 「発展途上 の経済圏」 の仲 間入 りを,恐 る恐 るかっ微妙 に
9)

表 明 した とい え よ うか 。

注

1)ブ ル ー ス ・カ ミン グス,前 掲 論 文,116頁 。

2)韓 国 の 安 全 企 画 部 が 公 表 した北 朝 鮮 の 改 正 社 会 主 義 憲 法 の全 訳 が 『統 一

日報 』1992年12月8日,9日,10日,12日 に4回 に 分 け て掲 載 され て い

る。 本稿 も,引 用 に際 して は,こ の訳 文 に よ った。
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3)例 え ば,『 毎 日新 聞』1993年1月27日 朝 刊 に よると,平 壌 の西 側外 交

筋は,北 朝鮮当局 が改正憲 法の全文 を今週 中にも公表す ると説明 したと し,

また改正憲法 の内容 は韓 国の国家安全企画部が独 自のルー トで入手 して公

表 した もの とほぼ 同 じで あると報 じている。 も っとも,既 に2週 間が過 ぎ

ようと して いる今 日(2月10日)に 至 るも,北 朝鮮 は改正憲 法 の全 文 を

公表 していない。

4)こ こで,『 統一 日報』1992年11月26日 に掲載 され た 「北朝 鮮憲法 の主

な変更 内容」 の表 を,参 考 まで に次 に記 してお きたい。

◆新旧憲法の主要 内容比較

新 憲 法 旧 憲 法

1992.4.9改 正 19721227改iE 備 考
7章171条 11章149条

第3条(共 和国の活動指針) 第4条 マル ク ス ・レー 二

人間中心の世界観で人民大衆の マ ル クス 。レー ニ ン主 義 ン主義 を削 除。

自主性を実現するための革命思想・ をわが現実に創造的に適用 ML主 義退潮意識 し
主体思想 した朝鮮労働党の主体思想 われ らの式強調

第4条(主 権の所在) 第7条 兵士削除,勤 労人
労働者,農 民,勤 労 イ ンテ リと 労働 者,農 民,兵 士,勤 民追加で軍事優位薄

全ての勤労人民 労 インテ リ める意図

第9条(闘 争 目的) 第5条 対南統一戦略を迂
北半部で人民政権を強化 し思想, 北半部で社会主義の完全 回的,間 接的に表現。

技術,文 化の三大革命を くり広げ な勝利を実現 し全国的範囲 民主的統一を削除
社会主義の完全な勝利をなしとげ, で外勢を追い出し民主主義
自主,平 和統一,民 族 大団結の原 的基礎の上で祖国を平和的
則で祖国統一実現 に統一 し完全な民族的独立

を達成

第14条(大 衆運動) 第13条 既存経済建設失敗
三大革命赤い旗争取運動をは じ 千里馬運動を深化発展さ を意識 し金正 日色強

めとす る大衆運動を繰 り広げ社会 せ社会主義建設促進 調
主義建設促進

第88条(立 法権) 第87条 立法を機動化
最高人民会議 と同常設会議 最高人民会議

第107条(主 席 の権限) 第93条 主席以外にも最高
〈最高司令官,国 防委委員長就 主席は共和国の全般的武 司令官,国 防委委員

任,武 力の指揮統率権削除〉 力の最高司令官,国 防委員 長になれ るように し
会委員長となり国家の一切 金正日秘書の就任の
の武力を指揮 ・統率 違憲要素除去

第120条(中 央人民委員会の権限) 第103条 国防委員会関連規
〈右規定削除〉 ▽国防および国家政治保 定 を新設(別 掲),

衛事業指導 金正 日秘書の権限強
▽重要軍事幹部の任命, 化図る

解任,軍 事称号付与
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◆ 新 憲 法 の 主 な 新 設 条 項

第11条(労 働党 の指導) マ ル ク ス ・ レ ー 二

共和国は朝鮮労働党の指導のもとに全ての活動を進める ン主義削除に伴い労

働党格下げ

〈対外関係規定〉 対外経済政策の変
第16条 共和国は領域内にいる外国人の合法的権利と利益を保 化図る
障
第17条 自主,平 和,親 善は共和国対外政策の基本理念であ り
活動原則
第37条 国家はわが国機関,企 業所,団 体 と外国法人または個
人との企業合営と合作を奨励

第68条(信 仰の 自由) 基本的人権侵害の
信仰の自由は宗教建物を建て,宗 教儀式などを認めることで 批判に備えた規定

保障

第91条(最 高人民会議の権限) 議会である最高人
▽主席招喚権 ▽国防委員会委員長選挙 ・招喚権 ▽最高人 民会議の名 目上の権

民会議常設会議書記長選挙 ・招喚権 限強化
▽最高人民会議部門別委員長など選挙 ・招喚権
▽条約の批准 ・廃棄

〈国防委員会関連規定〉 国防委員会の位相
第112条 委員長,第 一副委員長,副 委員長,委 員 らで構成 を強化することによっ
第113条 委員長 は一切の武力 を指揮 ・統率 て金正日秘書の軍部
第114条(権 限)▽ 全般的武力 と国防建設事業指導 ▽重要 掌握を固める狙い
軍事幹部の任命 ・解任 ▽軍事称号制定 ・授与 ▽戦時状態と
動員令宣布

5)チ ョン リマ(千 里馬)と は,「 朝 鮮の伝説 で一 日に千 里 を走 るという名

馬 をいうが,朝 鮮戦争(1950～53)後 の朝鮮民主主義人民共和 国では制度

改革 と社会主義建設 の速 さ と,そ れ を支え る人民の革命的気風 を象徴す る

語 と して盛ん に用 い られ てい る……と くに1956年 の朝鮮 労働党 中央 委員

会12月 総会 以後,社 会 主義 的競争運 動 と して の く千 里馬運 動〉が展 開 さ

れ,技 術神秘主義(技 術 を神秘化す る思想)を 克服す る積 極性 と創意性 に

よ って成果 を あげた労働 者,農 民等 には,〈 千里馬騎 手〉 の称号が与 え ら

れた」(伊 藤 亜人 ・木村益夫 ・梶村秀樹 ・武 田幸 男監修 『朝鮮 を知 る事典』

(平凡社,1986年)301頁)。

6)三 大革命 とは 「社会 主義,共 産主義 の建設 において,朝 鮮 労働 党が堅持

してい る思想革 命,技 術 革命,文 化革命 のこと。金 日成 の 〈わが国におけ

る社会 主義,農 村 問題 に関す るテーゼ〉(1964)で 定式 化 され た。社会 主

義,共 産主義 を建設す るには,そ のため の物資的,技 術的 および思想 ・文

化的基u1'を構 築 しなけれ ばな らないが,そ のため には,社 会主義制度が勝
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利 した のちで も引 きっづ き思想 ・技術 ・文化 革命を遂行 しなければ な らな

い。そ う してこそ,社 会主義,共 産 主義 に見合 った高い生産力水準 を達成

す ることがで きるだ けで な く,人hを 古 い思想 か ら解放 し,彼 らの文化 ・

技術水準 を高め る ことによ り,社 会 の全成員 を全面 的 に発展 した新 しい型

の人間 に育成す ることが可能 とな る。 こう した ことか ら朝鮮民主主義人 民

共和 国では,三 大革命 を,共 産 主義 が実現 され るまで堅持 しなければ な ら

ない継続革命 の中心課題 と して規 定 し,思 想 革命 を優先 させ なが ら,こ れ

ら三つ の革命 を密接 に結 びっ け,統 一的に推 し進め る方針 をと っている。

73年 には く三大革 命小組 〉 が結 成 され,以 後 この運動 の 中心 となるが,

その過程 で金 正 日が指導者 と して登場 して くる」(伊 藤亜 人 ・木村 益夫 ・

梶村秀樹 ・武 田幸男監修,前 掲書,ユ72～173頁)。 そ して 「また,三 大革

命小組運動 に続 いて三大 革命の赤旗戦取運動 が推進 され た。1973年2月,

金 日成 は,三 大革命 の赤旗戦取運 動を発動す ることを指示 していた。 それ

か ら2年 間の準備 期間 をお いた後,75年7月,金 正 日の剣徳 鉱 山での実

務指導 を契機 に,三 大革命 の赤旗 戦取運動 が開始 された。三大革命小組運

動が唯一指導体系 を確立す る 目的で党中間幹 部 を主 な対象 と していた の に

比べ る と,こ の運 動 は1950年 代後半 に展 開 され た増産 競争や1960年 代初

めの千里馬作業班運動 と多 くの共通点を も っていた。 …… この運動が千 里

馬作業班運動 と異 な るものがあ った とす れば,そ れ は この運動が経済建設

の速度 を高 める こととともに,全 社会を主体思想で一色化す ることを 目的

と していた ことであ った といえ るだ ろう。言 い換 えれば,生 産 を拡大す る

ため の熱意 と創造性 は,金 正 日に対す る人民大衆 の忠誠 の証 明で もあ った

ので あ る」(小 此木 政夫 「金 日正 の イデオ ロギー と政 治指導」小 此木政夫

編 『岐路 に立っ北朝鮮』(口 本国際問題研 究所,1988年)25頁)。

7)『 読売新 聞』1992年11月25日 朝刊,,

8)ブ ルース ・カ ミングス,前 掲 論文,121頁 。

9)も っとも,安 全企画部側で は,こ れ までの 「朝鮮民主主i義人民共和 国は,

北半部 で社会主義 の完全 な勝利 をお さめ,全 国的範 囲で外部勢 力 を追 いだ

し,民 主主義 的基礎 の うえで祖 国を平和的 に統一 し完全 な民族 的独立 を達

成す るた め にた たか う」(72年 憲 法5条)と の規定 を,「 朝 鮮 民主主義 人

民共和 国は,北 半部 で人 民政権 を強化 し,思 想,技 術,文 化 の三大革命 を
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力強 くくりひ ろげ,社 会主義 の完 全 な勝利 を な しとげ,自 主,平 和 統一,

民族大 団結 の原則 において祖 国統一 を実現す るため に闘争す る」(92年 憲

法9条)に 変 更 して,「 赤 化統一」 の明 白 な意 志 を示す もの とされ て いた

「全 国的範 囲」 の語を削除 した とい って も,こ れ をも って 「赤化統一」 を

破棄 した もの と受け取 ることはで きないと している。そ の理 由と して,1

条 の 「朝鮮 民主主義人民共和 国は,全 朝鮮人 民の利益 を代表す る自主的 な

社会主義 国家 であ る」 という条項 を維持 して北朝鮮政権 の唯一 合法性 を主

張 してい ること,ま た 「朝鮮 民主主義人民共和 国は,朝 鮮労働 党の領導の

もとにす べ ての活 動 を進 め る」(92年 憲 法11条)と い う条項 を新 設 した

が,朝 鮮労働 党 の規約前文 には 「全 国的範 囲で民族解放 と人民民主主義革

命の課題遂行 」 の文字 をそ のまま残 してい ることは,対 南赤 化路線 の法的

根拠を用 意 していると分析 している(『 東亜 日報 』1992年11月24日)。

(1993年2月10日 脱 稿)
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